
 
 
 

 

都幾川村・玉川村合併協議会 
 
 
 

第９回会議資料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成１７年１２月２日（金曜日） 午後２時 

玉川村文化センター（アスピアたまがわ）２階 



第９回都幾川村・玉川村合併協議会次第 
 
 
１  開 会 
 
 
２ 会長あいさつ 
 
 
３  議 事 
（１）報告事項 
    報告第１３号 新町の課（局・室）の庁舎配置について 
    報告第１４号 新町の指定金融機関等について 
    報告第１５号 新町の公共施設等の名称について 

報告第１６号 新町の窓口延長について 
    報告第１７号 公共的団体等の統合について 
    報告第１８号 合併協定項目に係る調整状況について（その２） 
    報告第１９号 都幾川村・玉川村合併協議会の廃止について 
    報告第２０号 平成１７年度都幾川村・玉川村合併協議会の決算見込みに 

ついて 
    報告第２１号 ときがわ町長職務執行者について 
 
４ その他 
 
 
５ 閉 会 
 
 
 
 
 



報告第１３号 

 
 
   新町の課（局・室）の庁舎配置について 
 
 新町の課（局・室）の庁舎配置について、別紙のとおり報告する。 
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報告第１４号 

 
新町の指定金融機関等について 
 

都幾川村、玉川村の合併に伴う地方自治法第２３５条第２項、同法施行令第１

６８条第２項に基づく指定金融機関及び同条第４項に基づく収納代理金融機関

について、次のとおり報告する。 
 
 
○地方自治法第２３５条第２項の規定に基づく指定金融機関の選定 
【選定要旨】 
 指定金融機関として都幾川村では 39年、玉川村では 33年の実績があり、両
村とも長い経験を積んでいる。その間、収納代理金融機関の統括、公金収納、

公金支払等に対し事故、トラブル等も無く順調に事務処理を果たし、経営状況

の指針である「健全性」、「収益性」、「自己資本比率」及び「不良債権比率」等、

年々好転し経営の安定が図られている。県及び県内自治体の多くが指定金融機

関としており、県内を網羅した金融対応が図られている。両村内には他にも金

融機関は存在するが、指定金融機関になることについて意思表示がなく、また、

実績等もないため事務履行は困難と考える。 
したがって、「ときがわ町」の指定金融機関として「埼玉りそな銀行」を選

定する。 
 

ときがわ町指定金融機関   埼玉りそな銀行 
 
 
○地方自治法施行令第１６８条第４項の規定に基づく収納代理金融機関の選定 
【選定要旨】 
収納代理金融機関の選定は、合併時に指定金融機関と業務契約を締結し、 
遅滞なく円滑な収納業務を図る必要があるため、現在都幾川村及び玉川村の両

村が収納代理金融機関としている金融機関を選定する。 
 

ときがわ町収納代理金融機関 
・埼玉中央農業協同組合      ・飯能信用金庫 
・株式会社みずほ銀行       ・株式会社武蔵野銀行 
・株式会社東和銀行        ・株式会社りそな銀行 
・株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行   ・埼玉縣信用金庫 
・中央労働金庫          ・日本郵政公社  関東支社 
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報告第１５号 

 
 

新町の公共施設等の名称について 
 
新町の公共施設等の名称について、次のとおり報告する。 
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番号 現施設名称 新町施設名称 住所

1 都幾川村役場 ※ときがわ町役場第二庁舎 ときがわ町大字桃木３２番地

2 玉川村役場 ※ときがわ町役場本庁舎 ときがわ町大字玉川２４９０番地

3 都幾川村家族相談支援センター    ときがわ町家族相談支援センター ときがわ町大字関堀１６２番地１

4 都幾川村立平保育園    ときがわ町立平保育園 ときがわ町大字西平７２５番地

5 玉川村保育園 ※ときがわ町立玉川保育園 ときがわ町大字玉川２６８５番地２

6 都幾川村地域活動支援センター    ときがわ町地域活動支援センター ときがわ町大字大附３２０番地９

7 都幾川村農村文化交流センター    ときがわ町農村文化交流センター ときがわ町大字本郷９２９番地１

8 都幾川村保健センター    ときがわ町保健センター ときがわ町大字関堀１５１番地１

9 玉川村保健センター
※ときがわ町保健センター玉川分室
  【ときがわ町地域包括支援センター】

ときがわ町大字玉川２５１５番地

10 ときがわ親水公園    ときがわ町ときがわ親水公園 ときがわ町大字本郷９３８番地１

11 都幾川村立明覚小学校    ときがわ町立明覚小学校 ときがわ町大字関堀６５番地

12 都幾川村立萩ヶ丘小学校    ときがわ町立萩ヶ丘小学校 ときがわ町大字西平１１５３番地

13 玉川村立玉川小学校    ときがわ町立玉川小学校 ときがわ町大字玉川２６６６番地

14 都幾川村立都幾川中学校    ときがわ町立都幾川中学校 ときがわ町大字桃木５０番地

15 玉川村立玉川中学校    ときがわ町立玉川中学校 ときがわ町大字玉川１３８５番地２

16 都幾川村学校給食センター    ときがわ町学校給食センター ときがわ町大字桃木３９番地１

17 都幾川村中央公民館 ※ときがわ町都幾川公民館 ときがわ町大字桃木３２番地

18 玉川村中央公民館 ※ときがわ町玉川公民館 ときがわ町大字玉川２４８５番地

19 都幾川村立図書館 ※ときがわ町都幾川公民館図書室 ときがわ町大字桃木３２番地

20 玉川村立図書館    ときがわ町立図書館 ときがわ町大字玉川２５１０番地

21 玉川村文化センター    ときがわ町文化センター ときがわ町大字玉川２５１０番地

22 都幾川村文化体育センター ※ときがわ町体育センター ときがわ町大字関堀１４８番地１

23
玉川村農林漁業者トレーニング
センター

※ときがわ町玉川トレーニングセンター ときがわ町大字玉川２５０８番地

ときがわ町の公共施設名称一覧
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番号 現施設名称 新町施設名称 住所

24 都幾川村民運動場 ※ときがわ町西平運動場 ときがわ町大字西平９４５番地１

25 都幾川第一球場 ※ときがわ町本郷第一球場 ときがわ町大字本郷９０３番地１

26 都幾川第二球場 ※ときがわ町本郷第二球場 ときがわ町大字本郷９２６番地

27 玉川村総合運動場 ※ときがわ町玉川運動場 ときがわ町大字玉川８８２番地

28 とき山滝の鼻公園    とき山滝の鼻公園 ときがわ町大字西平２５２８番地

29 玉川村雀川砂防ダム公園    ときがわ町雀川砂防ダム公園 ときがわ町大字日影６３６番地１

30 玉川村ホタルの里公園    ときがわ町ホタルの里公園 ときがわ町大字五明１３６６番地１

31 都幾川村勤労者福祉会館    ときがわ町勤労者福祉会館 ときがわ町大字西平７０９番地３

32 玉川村就業改善センター    ときがわ町就業改善センター ときがわ町大字玉川２４９０番地

33 都幾川村温泉スタンド 　 ときがわ町温泉スタンド ときがわ町大字大附８７０番地３

34 木のむら ※ときがわ町木のむらキャンプ場 ときがわ町大字大野１４４０番地

35 星と緑の創造センター    ときがわ町星と緑の創造センター ときがわ町大字大野１８５３番地

36 いこいの里大附    ときがわ町いこいの里大附 ときがわ町大字大附４２５番地

37 やすらぎの家    ときがわ町やすらぎの家 ときがわ町大字西平７２０番地１

38 建具会館    ときがわ町建具会館 ときがわ町大字西平７０９番地３

39 木のむら物産館    ときがわ町木のむら物産館 ときがわ町大字関堀１８８番地１

40 大野特産物販売所    ときがわ町大野特産物販売所 ときがわ町大字大野８６番地１

41 農産物加工施設    ときがわ町農産物加工施設 ときがわ町大字番匠４４９番地４

【ときがわ町地域包括支援センター】は平成18年4月設置予定

※印は、名称変更する施設。
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報告第１６号 

 

   新町の窓口延長について 

 

 新町の窓口延長について、次のとおり報告する。 

 

 

ときがわ町の窓口延長について 

 

１ 趣  旨 

  行政サービスの向上を図るため、平日の業務時間内に来庁できない住民の

皆様に対し、土曜日の窓口業務（試行）を行う。 

 

２ 実施時期 

  平成１８年２月から９月までの土曜日（土曜日が祝日の場合も実施する。） 

 

３ 時  間 

  ８時３０分から１７時１５分まで 

 

４ 実施場所 

  本庁舎で実施することとし、第二庁舎では実施しない。 

 

５ 具体的な取扱業務 

 

（１）町民課関係 

    ・住民票の写しの交付 

    ・印鑑証明の発行 

    ・戸籍謄本、抄本の交付 

    ・国民年金裁定に伴う記載事項証明（居住地）の発行 

 

（２）福祉課関係 

    ・生活保護法による保護変更申請書（傷病届）の受理 

    ・連絡書（生活保護医療）の交付 

    ・重度心身障害者医療費支給請求書の配布、受理 

    ・乳幼児医療費支給申請書の配布、受理 

    ・児童医療費支給申請書の配布、受理 

    ・ひとり親家庭等の医療費支給申請書の配布、受理 
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    ・温泉等の利用補助券申請の配布、受理 

    ・福祉はり、きゅう、マッサージ利用補助券の配布、受理 

    ・保育料の収納 

 

（３）税務課関係 

   ①個人住民税 

    ・町民税決定証明書の発行 

    ・所得証明書（児童手当用を含む。）の発行 

    ・課税証明書の発行 

    ・非課税証明書の発行 

 

   ②固定資産税 

    ・評価証明書の発行 

    ・課税台帳記載事項証明書の発行 

    ・公租公課証明書の発行 

    ・資産証明書の発行 

    ・所有証明書の発行 

     

   ③公図の閲覧及び写しの交付 

    

   ④納税証明書の発行（来客指定様式の場合を除く。） 

・町民税、県民税、固定資産税 

    ・国民健康保険税 

    ・軽自動車税（継続車検用を含む。） 

     

   ⑤事業所 

    ・営業証明書の発行 

    ・所在証明書の発行 

 

   ⑥町税の収納 

 

（４）上記取扱業務に伴う手数料などの収納 

 

（５）日直業務 

 

６ 現在行っている窓口延長 

  土曜日の窓口業務（試行）の実施に伴い、玉川村で行っている金曜日の窓

口延長は、平成１８年１月限りで終了する。 
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報告第１７号 

 
 

公共的団体等の統合について 
 
公共的団体等の統合の方向性について、次のとおり報告する。 
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公共的団体等の統合の方向性一覧

区　分 都幾川村 玉　川　村 今後の方向性
統合の時期
（目途）

総務関連 都幾川村区長会 玉川村区長会 統合 平成１８年度中

都幾川村自衛隊父兄会 玉川村自衛隊協力会 統合 平成１８年度中

都幾川村交通安全対策協議会 玉川村交通安全対策協議会 統合 平成１８年度中

都幾川村交通安全母の会 玉川村交通安全母の会 統合 平成１８年度中

都幾川村交通指導員 玉川村交通指導員 統合 平成１８年度中

都幾川消防団 玉川消防団 統合 平成１８年度中

政策財政関連 都幾川村コミュニティ協議会 玉川村コミュニティづくり村民運動推進協議会 統合 平成１８年度中

住民福祉関連 都幾川村高齢者事業団 玉川村生きがい事業団 統合 平成１８年度中

都幾川村老人クラブ連合会 玉川村老人クラブ連合会 統合 平成１８年度中

社会福祉法人都幾川村社会福祉協議会 社会福祉法人玉川村社会福祉協議会 統合 合併時

都幾川村民生委員・児童委員協議会 玉川村民生委員・児童委員協議会 統合 合併時

都幾川村青少年問題対策協議会 玉川村青少年問題対策協議会 廃止 ━

都幾川村青少年相談員協議会 玉川村青少年相談員協議会 統合 平成１８年度中

玉川村青少年補導委員会 廃止 ━

都幾川村日本赤十字奉仕団 玉川村日赤奉仕団 統合 平成１８年度中

都幾川村遺族会 玉川村遺族会 統合 平成１８年度中

都幾川村身体障害者福祉会 玉川村身体障害者福祉会

都幾川村手をつなぐ親の会

保健医療関連 玉川村愛育班 存続 ━

都幾川村健康おばさんの会 存続 ━

玉川村献血推進協議会 廃止 ━

統合 平成１８年度中
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公共的団体等の統合の方向性一覧

区　分 都幾川村 玉　川　村 今後の方向性
統合の時期
（目途）

環境関連

都幾川村衛生委員会 玉川村衛生委員 統合 平成１８年度中

教育関連 都幾川村ＰＴＡ連合会 玉川村ＰＴＡ連絡協議会 統合 平成１８年度中

都幾川村体育協会 玉川村体育協会 統合 平成１８年度中

都幾川村スポーツ少年団本部 玉川村スポーツ少年団本部 統合 平成１８年度中

都幾川村文化協会 玉川村文化団体協議会 統合 平成１８年度中

上下水道関連 西の沢簡易水道組合 存続 ━

大野簡易水道組合 存続 ━

七重簡易水道組合 存続 ━

後野地区簡易給水施設管理組合 廃止 平成17年度末に解散予定

産業関連 都幾川村観光協会 存続 ━

都幾川村商工会 玉川村商工会 統合 平成19年度中

都幾川村農産物生産者団体連絡協議会 玉川村農業推進協議会 統合 合併時

都幾川村生活改善グループ連絡協議会 玉川村生活改善グループ連絡協議会 統合 合併時

玉川村酪農協会 存続 ━

小川地区猟友会都幾川支部 小川地区猟友会玉川支部 存続 ━

大椚林業研究会 存続 ━

緑の少年団 存続 ━

団体数 ３４ ２９
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報告第１８号 

 
 

合併協定項目に係る調整状況について（その２） 
 
「合併時（合併翌年度当初）に再編（統合）する」とした調整結果について、次のと

おり報告する。 
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協定項目１２特別職の職員の身分の取扱いについて 

(第３回会議資料５ページ) 
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協定項目 No.12 特別職の職員の身分の取扱い 
 

事務事業名 都幾川村 玉川村 調整方針 調整結果 
１ 常勤の特別職（４役）に

ついて 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 各種委員会委員の任命に

関すること 

 

【報酬（月額）】 

村  長：705,000円 

助  役：585,000円 

収入役：559,000円 

教育長：541,000円 

 

【期末手当】 

（H16年度） 

6月：2.10月分 

12月：2.30月分 

 

【退職手当】 

埼玉県市町村職員退職手当組

合退職手当支給条例及び埼玉

県市町村職員退職手当組合退

職手当支給条例施行規則 

 
 
 
行政委員会、審議会、委員

会等の附属機関及びその他の

非常勤特別職の種類について

【報酬（月額）】 

村  長：694,000円 

助  役：568,000円 

収入役：542,000円 

教育長：523,000円 

 

【期末手当】 

（H16年度） 

6月：2.10月分 

12月：2.30月分 

 

【退職手当】 

埼玉県市町村職員退職手当組

合退職手当支給条例及び埼玉

県市町村職員退職手当組合退

職手当支給条例施行規則 

 
 
 
行政委員会、審議会、委員

会等の附属機関及びその他の

非常勤特別職の種類について

（２）報酬額については、現

行報酬額及び同規模の自治体

の例をもとに合併時に再編す

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 行政委員（農業委員会委

員を除く。）の委員数及び任期

については、各法令の定める

【報酬（月額）】 

町  長：705,000円 

助  役：585,000円 

収入役：559,000円 

教育長：541,000円 

 
【期末手当】 
現行のとおり（条例改正があ

った場合は、改正後の支給割

合） 
 
【退職手当】 
現行のとおり 
 
 
 
 
 
 
別紙のとおり 
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３ 各種委員の報酬・費用弁

償 

 

 

 

は別紙のとおり 

 
 
 
 
 
 
行政委員会、審議会、委員会

等の附属機関及びその他の非

常勤特別職の報酬・費用弁償

については別紙のとおり 

は別紙のとおり 

 
 
 
 
 
 
行政委員会、審議会、委員会

等の附属機関及びその他の非

常勤特別職の報酬・費用弁償

については別紙のとおり 

ところによる。報酬額は、現

行報酬額及び同規模の自治体

の例をもとに合併時に再編す

る。 
 
 
 
３ 審議会、委員会等の附属

機関については、次のとおり

とする。 
（１）両村に設置されている

ものについては、合併時に統

合する。 
（２）２村のいずれかに設置

されていて、新町において引

き続き設置する必要のあるも

のについては、合併時に再編

する。 
（３）人数、任期及び報酬額

については、現行の制度をも

とに合併時に再編する。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
別紙のとおり 
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各種委員等の報酬

定数 定数 定数

委員長 238,000 委員長 235,000 委員長 238,000

委員長代理 198,000 委員長代理 195,000 委員長代理 198,000

委員 187,000 委員 183,000 委員 187,000

委員長 132,000 委員長 118,000 委員長 132,000

委員 107,000 委員 91,000 委員 107,000

識見を有する
者

285,000 識見者 225,000 知経委員 285,000

議会選出 188,000 議会選出委員 136,000 議会選出委員 188,000

委員長 13,400

委員 12,300

会長 238,000 会長 235,000 13人 会長 238,000

会長代理 198,000 会長代理 195,000 会長代理 198,000

委員 187,000 委員 183,000 委員 187,000

委員長 11,000

委員 10,400

4

委員6 固定資産評価審査委員会委員

年額

選挙管理委員会 4人

14人

3人

3人

農業委員会

公平委員会委員

○行政委員会

報酬額(円）

1 教育委員会 5人 年額

職　　　　　　　　　　名
都幾川村

2

玉川村

年額

3 監査委員 2人

5

3人

年額

年額

報酬額(円）

5人

4人

2人

年額

5,600

5,600

年額

3人

年額

3人

年額

日額

日額

委員

14人

ときがわ町

報酬額(円）

年額

年額

年額

年額5人

在任
特例
あり

4人

2人

3人

日額 6,600

年額

日額 6,600
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各種委員等の報酬

定数 定数 定数

委員長 32,500

委員 31,500

2 公民館運営審議会委員
14人
以内

年額 31,500 12人 廃止

3
文化財調査委員（都幾川）
文化財保護委員（玉　川）

7人 年額 31,500 4人 日額 5,600 7人 日額 5,600

4 体育指導委員 17人 年額 35,000 16人 年額 26,000 31人 年額 30,000

会長 80,000 会長 46,000

委員 69,000 委員 44,000

6 民生委員推薦会委員 14人 日額 6,600 14人 日額 5,600 14人 日額 5,600

7
人権政策協議会委員（都幾川）
人権政策審議会委員（玉　川）

15人
以内

日額 6,600
12人
以内

日額 5,600
15人
以内

日額 5,600

8 総合振興計画審議会委員
20人
以内

日額 6,600
25人
以内

日額 5,600
16人
以内

日額 5,600

9 防災会議委員
26人
以内

日額 6,600
10人
以内

日額 5,600
28人
以内

日額 5,600

10 都市計画審議会委員
15人
以内

日額 6,600
12人
以内

日額 5,600
12人
以内

日額 5,600

11 公務災害補償等認定委員会委員 5人 日額 6,600 5人 5人 日額 5,600

12 公務災害補償等審査会委員 3人 日額 6,600 3人 日額 5,600

13
報酬審議会委員（都幾川）
特別職報酬等審議会委員（玉
川）

5人 日額 6,600 5人 日額 11,200 5人 日額 5,600

均等割
47,000

均等割
47,000

均等割
45,000

世帯割
 2,650

世帯割
 2,560

世帯割
2,600

会長 25,000

委員 20,000

県の公務災害補償等認定委員
会委員に委嘱

5,600年額

職　　　　　　　　　　名

1

9人

5 国民健康保険運営協議会委員

都幾川村

報酬額(円）

9人 年額

玉川村

○審議会・委員会等の附属機関

15 消防審議会委員

14

ときがわ町

報酬額(円）

年額 30,000

社会教育委員が兼務

9人 年額

21人 年額

9人

5,600 9人

10人 年額

報酬額(円）

16,300

55人

日額

日額

年額

12人
以内

社会教育委員
13人
以内

年額

34人 年額区長

10人 日額

5,600
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各種委員等の報酬

定数 定数 定数

会長 12,000

委員 10,000

17 交通安全対策協議会委員 40人 日額 6,600
40人
以内

日額 5,600

18
情報公開・個人情報保護審議会
委員

8人以
内

日額 6,600 廃　　止

19
融資審査委員会委員（都幾川）
融資審査会委員　　（玉　川）

6人 日額 6,600 6人 日額 5,600 6人 日額 5,600

均等割
16,800

均等割
16,700

均等割
16,700

世帯割
 　880

世帯割
 740

世帯割
 740

21 スポーツ振興審議会委員
15人
以内

日額 6,600
10人
以内

日額 5,600

22 行政改革審議会委員
10人
以内

日額 6,600 廃　　　止

23 健康会議委員 日額 6,600 廃　　　止

24 村史編さん委員会委員
10人
以内

日額 6,600 廃　　　止

25 環境保全審議会委員
10人
以内

日額 5,600
10人
以内

日額 5,600

均等割
6,400

均等割
6,400

世帯割
 720

世帯割
 720

27 青少年問題協議会委員
70人
以内

日額 5,600 廃　　　止

28 奨学生選考委員
7人以
内

日額 5,600
7人以
内

日額 5,600

29 利子補給審査会委員 5人 日額 5,600 5人 日額 5,600

30 公共用地境界査定委員会委員 5人 日額 5,600 廃　　　止

31 選挙長 日額 14,000
1回の
選挙

執行経費基準
法に基づく額
の範囲内で予
算に定める額

1回の
選挙

執行経費基準
法に基づく額
の範囲内で予
算に定める額

ときがわ町

報酬額(円） 報酬額(円） 報酬額(円）

年額

日額3人16

職　　　　　　　　　　名

5人以
内

21人 年額

日額

36人衛生委員

都幾川村

情報公開・個人情報保護審査会
委員

玉川村

6,600

29人 年額

57人 年額

77人年額

日額
5人以
内

48人 6,800

20

26
都幾川:農業連絡委員
玉　川:農事委員

年額

5,600
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各種委員等の報酬

定数 定数 定数

32 投票所の投票管理者 日額 14,000 日額 日額

33 期日前投票所の投票管理者 日額 14,400 日額 日額

34 開票管理者 日額 14,000 日額 日額

35 投票所の投票立会人 ８時間未満 7,000

８時間以上 14,000

36 期日前投票所の投票立会人 ８時間未満 7,000

８時間以上 14,000

37 開票立会人 日額 11,000 日額 日額

38 選挙立会人 日額 11,000 日額 日額

39 特別土地保有税審議会委員 日額 6,600 日額 5,600 廃　　　止

40 水道審議会委員
7人以
内

日額 5,600

玉川村

報酬額(円）報酬額(円）

日額

都幾川村

執行経費基準
法に基づく額
の範囲内で予
算に定める額

職　　　　　　　　　　名

日額 日額

ときがわ町

報酬額(円）

執行経費基準
法に基づく額
の範囲内で予
算に定める額

日額

日額 日額
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各種委員等の報酬

定数 定数 定数

1 公民館長 1人 月額 101,000

2 社会教育指導員 1人 月額 150,000 1人 月額 （賃金） 118,300 1人 月額 150,000

3 英語指導助手 1人 月額

350,000 円 を 超
えない範囲内に
おいて、任命権
者が村長と協議
して定める額

2人
(合併
時は
１人)

月額

350,000 円 を 超
えない範囲内に
おいて、任命権
者が町長と協議
して定める額

4 統計調査員 10人 年額
委託費の範囲内で
予算の定める額

１つの指
定統計に
つき

委託費の範囲内で
予算の定める額

１つの指
定統計に
つき

委託費の範囲内で
予算の定める額

5 文化体育センター所長 1人 月額 120,000 1人 月額 120,000

隊長 87,000 年額
均等割
100,000

隊員 75,000 1回
１回
2,500

7 家族相談支援センター相談員 １人 月額 180,000 1人 月額 180,000

1時間 800 日額 3,000 1時間 800

【現年課税分】
　徴収額の
100分の2

【現年課税分】
　徴収額の
100分の2

【現年課税分】
　徴収額の
100分の2

【滞納繰越分】
　徴収額の
100分の5

【滞納繰越分】
　徴収額の
100分の5

【滞納繰越分】
　徴収額の
100分の5

年額 定額報酬 150,000 年額 定額報酬 150,000 年額 定額報酬 150,000

１回 執務報償 23,000 １回 執務報償 31,500 １回 執務報償 23,000

年額 定額報酬 150,000 年額 定額報酬 150,000 年額 定額報酬 150,000

１回 執務報償 23,000 １回 執務報償 31,500 １回 執務報償 23,000

年額 定額報酬 80,000 年額 定額報酬 80,000 年額 定額報酬 80,000

１回 執務報償 10,000 １回 執務報償 10,000
11

10

9 学校医

学校歯科医

学校薬剤師

6人

１人
能率報酬

職　　　　　　　　　　名

徴収嘱託員8

6 交通指導員 年額

都幾川村

報酬額(円）

190,000

能率報酬

生涯学習課長兼務

ときがわ町

報酬額(円）

1人

12人

能率報酬
１人

6人
年額
報償
費

玉川村

報酬額(円）

○その他非常勤の特別職職員
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各種委員等の報酬

定数 定数 定数

12 その他非常勤の特別職職員

職　　　　　　　　　　名
都幾川村 玉川村

報酬額(円） 報酬額(円）

予算の範囲内で町長が定める額

ときがわ町

報酬額(円）

22




